
箕輪町公式ホームページリニューアル業務委託 プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

  本要領は、箕輪町公式ホームページリニューアル業務の委託事業者を公募し、プロポ

ーザル方式により選定するにあたり、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名 

箕輪町公式ホームページリニューアル業務委託 

 

(2) 目的 

箕輪町のホームページは、平成 24 年と令和元年に CMS サーバー・CMS の更新、平

成 27 年にはホームページデザインの大幅な見直しを実施し現在に至る。自治体のホー

ムページ に求められるニーズが多様化している中、コンテンツ数が増加し、町民から

の意見で「情報が点在し、必要な情報にたどり着けない」、「利便性が低い」との声が

散見される等、利用者が目的の情報に素早くたどり着けない等の課題が生じている。

また、スマートフォン等の普及により、様々な端末からの閲覧環境に対応する必要が

あり、多発する災害時の情報発信手段の確保が急務となっている等、現在の仕組みで

は対応が難しい課題がある。これらの課題に対応し、すべての利用者が情報を探しや

すくするとともに、職員が簡単な操作で情報発信を行える環境を構築し、鮮度の高い

情報を発信できるよう、アクセシビリティ・ユーザビリティに配慮したホームページ

を目指し、より効率的に業務が進められる CMS 導入による既存ホームページのリニュ

ーアルを行うものである。 

 

 (3) 業務内容 

   箕輪町公式ホームページリニューアル業務委託仕様書のとおり 

 

(4) 業務期間 

   契約締結日から令和７年３月 31 日（月）まで 

 

(5) スケジュール 

(ア) 契約締結・業務開始 

   令和６年６月下旬 

 

(イ) ホームページ公開時期 



   令和６年 12 月最終週から 

３ 提案上限額 

  本業務における費用の合計額は、17,000,000 円を上限とする（消費税及び地方消費税

を含む。）。なお、この合計額は、ホームページ初期構築費用、各種オプション機能、職

員への操作説明実施等、ホームページをリニューアルするうえで必要な費用すべてを含

むものとし、上限を超えた提案は無効とする。また、保守費用も審査対象となることに

留意すること。 

 

４ 実施形式 

  公募型プロポーザル 

 

５ 参加資格要件 

  本プロポーザルに参加する者は、参加申込書（様式第１号）の提出日現在において、 

次の各号の要件をすべて満たす者とする。なお、(3)～(6)については、連携協力企業な

ど（参加する者と協力し、参加する者の責任の下に本業務の一部を行う者）があるとき

も同様とする。 

 

(1) 過去５年以内に CMS の導入を前提とする地方公共団体の公式ホームページ構築業務 

（リニューアルを含む）を３件以上履行し、現在も稼働中で運用保守業務を継続して 

契約している実績があること。 

 

 (2) 地方公共団体の公式ホームページに対して、JIS X 8341-3:2016 の「達成基準 A、 

AA」に準拠した実績を３件以上有すること。 

 

 (3) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者で 

あること。 

 

 (4)  自己または自社の役員などが、次のいずれにも該当する者でないこと、および次の 

(ア)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 

(ア) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律（平成３年法律第 77 

号）２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ） 

(イ) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律第２号第６号に規 

定する暴力団員をいう。以下同じ） 

(ウ) 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

(エ) 自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的、または第三者に損害を与え 



る目的をもって暴力団、または暴力団員を利用している者 

(オ) 暴力団、または暴力団員に対して資金などを提供し、または便宜を供与するなど 

直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者 

(カ) 暴力団、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(キ) 暴力団、または暴力団員であることを知りながら、これらを利用している者 

 

(5) 納期限の到来した国税・都道府県税・市区町村税の滞納がないこと。 

 

 (6) 地方公共団体において指名停止措置を受けていないこと。 

 

 (7) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会の情報セキュリティマネジメントシステム 

  (ISMS)適合性評価制度の認定、または、個人情報マネジメントシステム（プライバシ 

ーマーク）の認定を受けていること。 

 

６ スケジュール 

実 施 内 容 日 程 

公告・募集要領の公表 令和 ６年 ４月１０日（水） 

質問書の受付期限 令和 ６年 ４月１７日（水） 

質問書に対する回答 令和 ６年 ４月２４日（水） 

参加申込書の提出期限 令和 ６年 ５月 １日（水） 

企画提案書の提出期限 令和 ６年 ５月１５日（水） 

一次審査結果通知（書類審査） 令和 ６年 ５月２９日（水） 

二次審査（プレゼンテーション等） 令和 ６年 ６月 中旬（予定） 

二次審査結果通知・公表 令和 ６年 ６月 中旬（予定） 

契約締結・業務開始 令和 ６年 ６月 下旬（予定） 

 

７ 質問・回答 

 (1) 質問方法 

   本プロポーザルの実施要領及び仕様書等に関する質問については、質問書（様式第 

５号）を電子メールに添付して、企画振興課みのわの魅力発信室 

（miryoku@town.minowa.lg.jp）あてに送信し、着信確認の電話連絡をすること。 



質問書の受付期間外の質問は、一切受け付けない。 

なお、電子メールの件名に「【会社名】箕輪町公式ホームページリニューアル業務委 

託に係る質問」と記載すること。 

 

 (2) 提出期限 

   令和６年４月１７日（水）17 時まで（必着） 

 

 (3) 回答方法 

   令和６年４月２４日（水）までに、質問書（様式第５号）に記載したメールアドレス

あてに電子メールで回答する。また、必要に応じて町公式ホームページに掲載する。 

 

 (4) 質問に対する回答の取扱いについて 

   質問に対する回答の内容は、本要領の追加または修正とみなす。 

 

８ 参加申込書の提出 

 (1) 提出書類 

   本プロポーザルの参加を希望する者は、実施要領及び関係法令等の各規定を理解し 

  たうえで、次の書類を提出すること 

(ア) 参加申込書  （様式第１号）１部 

(イ) 参加資格申立書（様式第２号）１部 

(ウ) 受注実績調書 （様式第３号）１部 

 (エ) 会社概要書  （様式第４号）１部 

 

(2) 提出期限 

   令和６年５月１日（水）17 時まで（必着） 

 

 (3) 提出方法 

   企画振興課みのわの魅力発信室へ持参または郵送にて提出すること。なお、郵送の

場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法によることとし、(2)に記

載する提出期限内に到着したものに限り受け付ける。 

 

 (4) 参加辞退 

   参加申込書提出日以降に参加を辞退する場合は、辞退届（任意様式）を企画振興課 

みのわの魅力発信室へ事前に電話連絡のうえ、持参または郵送にて提出すること。な 

お、すでに提出された書類は返却しない。 

 

９ 企画提案書等の提出 



 (1) 提出書類 

   企画提案書作成要領（別紙５）に基づき、次の書類を提出すること。なお、提案は 

１社１案とする。 

(ア) 企画提案書（任意様式）         正本１部 副本８部 

(イ) CMS 機能要件一覧表                           １部 

(ウ) データセンター機能要件一覧表        １部 

(エ) (ア)～(ウ)の電子データ（CD-R または DVD-R） １部 

(オ) 費用見積書（構築費用）  （様式第６号）  １部 

(カ) 費用見積明細書（構築費用） （任意様式）  １部 

(キ) 費用見積書（保守費用）  （様式第７号）  １部 

(ク) 費用見積明細書（保守費用） （任意様式）  １部 

 

 (2) 提出期限 

   令和６年５月１５日（水）17 時まで（必着） 

 

(3) 提出方法 

   企画振興課みのわの魅力発信室へ持参または郵送にて提出すること。なお、郵送の

場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法によることとし、(2)に記

載する提出期限内に到着したものに限り受け付ける。 

 また、９(1) 提出書類における(オ)～(ク)については、持参、郵送に関わらず、１ 

つの封筒に入れ、封筒の表面に「箕輪町公式ホームページリニューアル業務における 

費用見積書」と朱書きし、封印をしてから提出すること。 

 

10 受託候補者の選定方法 

  審査委員会を設置し、審査実施要領（別紙６）に基づき、書類審査による一次審査、

プレゼンテーション及びデモンストレーションによる二次審査を行う。 

 

 (1) 一次審査（600 点） 

   以下の４項目について審査を行い、点数化する。評価点の上位３者を第一次審査通 

過者とする。一次審査の結果は、参加者全員に対して令和６年５月２９日（水）頃ま 

でに、参加申込書（様式第１号）に記載された連絡先に電子メールで通知する。 

※評価点については、審査選考中は公開しない。 

 

(ア) CMS 機能要件一覧表及びデータセンター機能要件一覧表の適応状況 

    …基準点（150 点） 

    CMS 機能要件一覧表およびデータセンター機能要件一覧表をもとに、基準点 150 点

からの減点方式により、機能要件評価点を算出する。減点により、０点を下回る場合



は、評価点を０点とする。 

 

 (イ) 企画提案書の内容 

    …提案評価点（350 点） 

 

 (ウ) 費用見積書（構築費用） 

    …価格点ア（50 点） 

 

 (エ) 費用見積書（保守費用） 

    …価格点イ（50 点） 

 

 (2) 二次審査（400 点） 

   プレゼンテーション及びデモンストレーションを令和６年６月中旬（予定）に実施

し、その内容について評価及び点数化する。二次審査の結果を含めた最終審査結果

は、二次審査参加者全員に対して令和６年６月中旬（予定）に、参加申込書（様式第

１号）に記載された連絡先に電子メールで通知する。なお、参加者は審査結果に異議

を申し立てることはできない。 

 

 (3) 優先交渉権の決定及び公表 

   一次審査と二次審査の合計（1,000 点）で、最高評価点を得た者を優先交渉権者と

する。提案者が１社の場合及び最高評価点獲得者が２社以上ある場合の契約候補者の

選定は、審査実施要領（別紙６）に基づいて行う。 

   なお、本プロポーザルにおける参加者数、優先交渉権者名、評価点等の審査結果

は、令和６年６月下旬（予定）に本町ホームページ上に掲載し公表する。 

 

 (4) 契約 

優先交渉権者を決定後、提案内容に基づいて協議を行い、両者の協議が整った場 

合、令和６年６月下旬（予定）に本業務に係る契約を締結する。その際、提案金額に 

基づいて再度費用見積書を提出した上で契約金額を決定する。 

なお、本業務のすべてを再委託することは認めない。ただし、必要により一部を再

委託する場合は、本町と協議の上、その承認を得るものとする。 

 

(5) 次点交渉権者との交渉 

優先交渉権者が業務委託契約を締結できない何らかの事由が発生した場合、または

協議が整わない場合には、次点交渉権者と当該業務委託について協議を行う。 

 

11 留意事項 



(1) 失格及び無効 

次のいずれかに該当する場合は、失格または無効とする。 

(ア) 受付期間外に書類を提出した場合 

(イ) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(ウ) 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

(エ) 他の提案者と提案内容などについて相談を行った場合 

(オ) 優先交渉権者選定終了までの間に、他の提案者に対して提案内容を意図的に開示 

した場合 

(カ) 契約締結までの間に、プロポーザルの参加資格に記載した条件を満たさなくなっ

た場合 

(キ) その他、本要領等に違反すると認められる場合 

 

(2) その他 

(ア) 書類の作成及び提出に係る費用等、必要な経費はすべて参加者の負担とする。 

(イ) 提出期間を経過してからの書類の差し替え及び再提出は認めない。 

(ウ) 審査後、提出されたすべての書類は返却しない。 

(エ) 審査を行う作業に必要な範囲内において、書類を複製することがある。 

(オ) 提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、商標権、その他日本国の法令に基づ 

いて保護される第三者の権利の対象となっている手法などを用いた結果、生じた事 

象に係る責任は、すべて参加者が負うものとする。 

(カ) 本プロポーザルにおいて知り得た情報は、本企画提案の目的以外に使用してはな 

らない。また、本プロポーザルに関わりがなくなった時点で、本町から配布された 

資料及びその他知り得た情報について、適切に破棄すること。 

(キ) 企画提案書の著作権は、当該企画提案書を作成した者に帰属するものとする。た 

だし、本事業の選定を受けた者が作成した企画提案書については、町が必要と認め 

る場合には、その一部又は全部を無償で使用（複製、転記又は転写をいう。）するこ

とができるものとする。 

(ク) 手続において使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(ケ) 提出書類等について、箕輪町情報公開条例（平成 25 年箕輪町条例第９号）の規定 

による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。ただし、法人等 

の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は非開示となる場合が 

ある。また、本プロポーザルによる事業者決定前において、公正又は適正な候補者 

選定に影響が出るおそれがある情報については決定後の開示とする。 

(コ) やむを得ない理由等により、本公募型プロポーザルを中止することがあるが、こ 

の場合、本公募型プロポーザルに要した費用を本町に請求することはできない。 

 

12 問い合わせ先及び書類提出先 



〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 10298 番地 

箕輪町役場 企画振興課 みのわの魅力発信室（担当：横内） 

電 話 0265-79-3152 

ＦＡＸ 0265-79-0230 

メール miryoku@town.minowa.lg.jp 


